
�愛媛県規則第３４号
愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則（平成２５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（経過措置）

３ 乳児４人以上を入所させる保育所に係る第１２条の規定の適用に

ついては、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は

准看護師を、１人に限って、保育士とみなすことができる。

附 則

（経過措置）

３ 乳児４人以上を入所させる保育所に係る第１２条の規定の適用に

ついては、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師

を、１人に限って、保育士とみなすことができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第８５３号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条の

規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官候

補生の募集期間を次のとおり告示する。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 男子（平成２７年度８・９月採用分）

平成２７年７月１０日（金）から

７月１５日（水）まで

�愛媛県告示第８５４号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の自衛官

候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のとおり定める。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８５５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地
指 定

年 月 日

あおば薬局 今治市立花町三丁目７番３０号 平成２７年
６月１日

�������
�愛媛県告示第８５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関の名称が、次のように変更された。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地
変 更

年 月 日

（変更後）
鈴木整形外科

宇和島市吉田町北小路甲９６番地２ 平成２７年
６月１日

（変更前）
鈴木外科

�愛媛県告示第８５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように休止した旨の届出があった。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地
休 止

年 月 日

藤田整形外科 宇和島市鶴島町３－８ 平成２７年
６月１日

�������
�愛媛県告示第８５８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地
廃 止

年 月 日

相馬医院 四国中央市土居町土居２５２番地 平成２７年
３月３１日

久保田歯科医院 宇和島市中央町１－３－４ 平成２７年
５月４日

�愛媛県告示第８５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２７年７月１８日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

告 示

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社東予薬局 新居浜市高田１－１－６２ 株式会社東予薬局 新居浜市高田１－１－６２ 平成２７年４月２７日
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�愛媛県告示第８６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（特定福祉用具販売事業者）の特定福祉用具販売

事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社東予薬局 新居浜市高田１－１－６２ 株式会社東予薬局 新居浜市高田１－１－６２ 平成２７年４月２７日

株式会社東予薬局 新居浜市高田１－１－６２ 株式会社東予薬局中須賀店 新居浜市中須賀町一丁目６番
１１号 平成２７年４月２７日

株式会社田中コミュニティプ
ラザ 西条市大町１０８７番地６ デイサービスセンターわが家 西条市黒瀬乙８２０番地７ 平成２７年５月２０日

株式会社ＦＥＳＲＥＣ 松山市姫原３－７－４６－１００９ ぽかぽか薬局新居浜店 新居浜市一宮町一丁目１２－５６ 平成２７年５月２８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アサノ設備 八幡浜市保内町須川２０９番地
３

有限会社アサノ設備ケアサポ
ートがいな

（変更後）
八幡浜市保内町須川２５０３番地
８

平成２７年５月６日
（変更前）
八幡浜市保内町須川２０９番地
３

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アサノ設備 八幡浜市保内町須川２０９番地
３

有限会社アサノ設備ケアサポ
ートがいな

（変更後）
八幡浜市保内町須川２５０３番地
８

平成２７年５月６日
（変更前）
八幡浜市保内町須川２０９番地
３

株式会社東予薬局 新居浜市高田１－１－６２ 株式会社東予薬局中須賀店 新居浜市中須賀町一丁目６番
１１号 平成２７年４月２７日

株式会社田中コミュニティプ
ラザ 西条市大町１０８７番地６ デイサービスセンターわが家 西条市黒瀬乙８２０番地７ 平成２７年５月２０日

株式会社ＦＥＳＲＥＣ 松山市姫原３－７－４６－１００９ ぽかぽか薬局新居浜店 新居浜市一宮町一丁目１２－５６ 平成２７年５月２８日
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�愛媛県告示第８６３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）の特定介護

予防福祉用具販売事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８６６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アサノ設備 八幡浜市保内町須川２０９番地
３

有限会社アサノ設備ケアサポ
ートがいな

（変更後）
八幡浜市保内町須川２５０３番地
８

平成２７年５月６日
（変更前）
八幡浜市保内町須川２０９番地
３

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アサノ設備 八幡浜市保内町須川２０９番地
３

有限会社アサノ設備ケアサポ
ートがいな

（変更後）
八幡浜市保内町須川２５０３番地
８

平成２７年５月６日
（変更前）
八幡浜市保内町須川２０９番地
３

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１

デイサービスセンターアクティ
ブ大洲 大洲市中村８５３番地１ 平成２７年５月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 八幡浜市五反田１番耕地１０４６
番地１

デイサービスセンターアクティ
ブ大洲 大洲市中村８５３番地１ 平成２７年５月３１日
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�愛媛県告示第８６７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

宇和島市立津島
病院

宇和島市津島町高田丙１５
番地 宇和島市

平成３０年
６月２７日
まで

�������
�愛媛県告示第８６８号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１３条第１項の規定に基づき、

次のように生産事業者の登録変更の届出があった。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更に係る事項

生産事業者

住友林業株式会社山林部新居浜山林事務所に係る次の事項

生産事業者の氏名又は名称

事業所の名称

２ 変更の内容

生産事業者の氏名又は名称

変更前 住友林業株式会社山林部新居浜山林事務所

変更後 住友林業株式会社資源環境本部山林部新居浜山林

事業所

事業所の名称

変更前 住友林業株式会社山林部新居浜山林事務所

変更後 住友林業株式会社資源環境本部山林部新居浜山林

事業所

�������
�愛媛県告示第８６９号
国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第１項の規定に基

づき、平成１４年５月３１日改定した愛媛県土地利用基本計画の一部を

次のように変更した。

変更後の土地利用基本計画図は、愛媛県庁、各市役所及び各町役

場において一般の縦覧に供する。

平成２７年６月３０日

愛媛県知事 中 村 時 広

別添土地利用基本計画図の一部を次のように改める。

（図面省略）

�������
�愛媛県告示第８７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

松山市朝生田町土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更を平成２７年６月１９日認可した。

平成２７年６月３０日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県監査委員告示第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第１項の規定に

よる協議が調ったので、同条第２項の規定に基づき次のとおり告示

する。

平成２７年６月３０日

愛媛県監査委員 佐 伯 滿 孝

同 徳 永 繁 樹

同 山之内 芳 夫

同 渡 部 浩

�愛媛県選挙管理委員会告示第５７号
政治資金規正法に基づく文書の公開に関する規程（平成８年９月愛媛県選挙管理委員会告示第２５号）の一部を次のように改正し、平成２７

年７月１日から施行する。

平成２７年６月３０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

監査委員告示

包 括 外 部 監 査 人 大 西 聰 一 の

監 査 の 事 務 を 補 助 す る 者

監 査 の 事 務 を

補 助 で き る 期 間氏 名 住 所

勝 丸 充 啓 東京都中央区湊一丁目１０番６
－７０２号

平成２７年６月３０日から
平成２８年３月３１日まで

武 田 真由美 香川県高松市木太町２３９４番地
４ フィネスリバージュ２０２

平成２７年６月３０日から
平成２８年３月３１日まで

選挙管理委員会告示

改 正 後 改 正 前

（書面の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書面の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

１～５ 省略 １～５ 省略

６ 政治資金規正法施行規

則（昭和５０年自治省令第

少額領収書等の写しの更に開示

を受ける旨の申出書（様式第６

６ 政治資金規正法施行規

則（昭和５０年自治省令第

少額領収書等の写しの更なる開

示申出書 （様式第６

愛 媛 県 報平成２７年６月３０日 第２６８５号
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１７号）第２３条 第

１項の書面

号） １７号）第１４条の２の９第

１項の書面

号）

７～８ 省略 ７～８ 省略

（写しの交付請求等）

第７条 収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求

（以下「交付請求」という。）は、次に掲げる事項を記載した収

支報告閲覧対象文書写しの交付請求書（様式第１３号。以下「交付

請求書」という。）でしなければ ならない。

� 交付請求をする者（以下「交付請求者」という。）の氏名又

は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代

表者の氏名

� 交付 請求に係る政治団体の名称及び 収支報告閲覧

対象文書に係る収入又は支出がされた年

� 交付請求者が求める収支報告閲覧対象文書の写しの交付の方

法（複数の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該

複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対

象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合に

あってはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法）

� 収支報告閲覧対象文書の写しの送付

を求める場合にあっては、その旨

２ 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、

交付請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めること

ができる。この場合において、委員会は、交付請求者に対し、補

正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

（写しの交付）

第８条 委員会は、交付請求 を受

けたときは、当該交付請求のあった日から３０日以内に、当該請求

に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただ

し、前条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該

補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他

正当な理由があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り

延長することができる。この場合において、委員会は、交付請求

者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を収支報告閲

覧対象文書写しの交付期間延長通知書（様式第１４号）により通知

しなければならない。

３ 前２項の規定にかかわらず、委員会は、交付請求に係る収支報

告閲覧対象文書の写しが著しく大量であるため、当該交付請求が

あった日から起算して６０日以内にその全てについて法第２０条の２

第２項の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支

障が生ずるおそれがある場合には

、当該交付請求に係る収支報告閲覧対象文書の写しのう

ちの相当の部分につき当該期間内に当該交付 を

し、残りの収支報告閲覧対象文書の写しについては相当の期間内

に当該交付 をすれば足りる。この場合において、委

員会は、第１項に規定する期間内に、交付請求者に対し、次に掲

げる事項を収支報告閲覧対象文書写しの交付期間特例延長通知書

（様式第１５号）により通知しなければならない。

� この項の規定を適用する旨及びその理由

� 残りの収支報告閲覧対象文書について当該交付

をする期限

様式第２号（第２条、様式第９号関係） 少額領収書等の写しの提

出期間延長申出書

その１

（写しの交付請求等）

第７条 収支報告閲覧対象文書の写しの交付を請求しようとする者

（以下「請求者 」という。）は、次に掲げる事項を記載した収

支報告閲覧対象文書写しの交付請求書（様式第１３号。以下「交付

請求書」という。）を委員会に提出しなければならない。

� 請求者 の氏名又

は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代

表者の氏名

� 写しの交付の請求に係る政治団体の名称並びに収支報告閲覧

対象文書に係る収入又は支出がされた年

� 求める 写しの交付の方

法（複数の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該

複数の実施の方法又は写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対

象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合に

あってはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法）

� 写しの送付の方法による収支報告閲覧対象文書の写しの交付

を求める場合にあっては、その旨

２ 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、

請求者 に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めること

ができる。この場合において、委員会は、請求者 に対し、補

正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

（写しの交付）

第８条 委員会は、収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求を受

けたときは、当該請求 のあった日から３０日以内に、当該請求

に係る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただ

し、前条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該

補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他

正当な理由があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り

延長することができる。この場合において、委員会は、請求者

に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を収支報告閲

覧対象文書写しの交付期間延長通知書（様式第１４号）により通知

しなければならない。

３ 写しの交付の請求 に係る収支報

告閲覧対象文書 が著しく大量であるため、当該請求 が

あった日から起算して６０日以内にそのすべてについて第１項

の規定による交付をすることにより事務の遂行に著しい支

障が生ずるおそれがある場合には、前２項の規定にかかわらず、

委員会は、当該請求 に係る収支報告閲覧対象文書 のう

ちの相当の部分につき当該期間内に第１項の規定による交付を

し、残りの収支報告閲覧対象文書 については相当の期間内

に同項の規定による交付をすれば足りる。この場合において、委

員会は、同項 に規定する期間内に、請求者 に対し、次に掲

げる事項を収支報告閲覧対象文書写しの交付期間特例延長通知書

（様式第１５号）により通知しなければならない。

� この項 を適用する旨及びその理由

� 残りの収支報告閲覧対象文書について第１項の規定による交

付をする期限

様式第２号（第２条、様式第９号関係） 少額領収書等の写しの提

出期間延長申出書

その１
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省略 省略

延長を

求める

理 由

� □政治資金規正法施行規則（昭和５０年自治省令第１７号）第１９条

第１項第１号に該当

（国会議員関係政治団体の代表者又は国会議員関係政治団体が

推薦し若しくは支持する公職の候補者に係る選挙の期間中であ

るため）

ア 公職の候補者の氏名

イ 選挙の種類

□衆議院議員総選挙 □参議院議員通常選挙

□その他の選挙（ ）

� □政治資金規正法施行規則第１９条 第１項第２号に該当

（期間を延長することにつき正当な事由があるため）

ア 期間を延長しなければならない正当な事由

延長を

求める

理 由

� □政治資金規正法施行規則（昭和５０年自治省令第１７号）第１４条の

２の５第１項第１号に該当

（国会議員関係政治団体の代表者又は国会議員関係政治団体が

推薦し若しくは支持する公職の候補者に係る選挙の期間中であ

るため）

ア 公職の候補者の氏名

イ 選挙の種類

□衆議院議員総選挙 □参議院議員通常選挙

□その他の選挙（ ）

� □政治資金規正法施行規則第１４条の２の５第１項第２号に該当

（期間を延長することにつき正当な事由があるため）

ア 期間を延長しなければならない正当な事由

省略 省略

その２ 省略

様式第４号（第２条関係） 少額領収書等の写しの開示決定通知書

その１

その２ 省略

様式第４号（第２条関係） 少額領収書等の写しの開示決定通知書

その１

省略 省略

開示決定に係

る少額領収書

等の写しにつ

いて求めるこ

とができる開

示の実施の方

法並びに開示

の実施に係る

手数料の額及

び送付に要す

る費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金額（円） 開示決定に係

る少額領収書

等の写しにつ

いて求めるこ

とができる開

示の実施の方

法並びに開示

の実施に係る

手数料の額及

び送付に要す

る費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金額（円）

ア 閲覧 無料 ア 閲覧 無料

イ 紙 １０円× 枚 イ 紙 １０円× 枚

ウ ＦＤ ３０円＋１０円× 枚 ウ ＦＤ ３０円＋１０円× 枚

エ ＣＤ―Ｒ ６０円＋１０円× 枚 エ ＣＤ―Ｒ ６０円＋１０円× 枚

オ ＤＶＤ―Ｒ ７０円＋１０円× 枚 オ ＤＶＤ―Ｒ ７０円＋１０円× 枚

計（①） 計（①）

� 送付に要する費用

（②）

� 送付に要する費用

（②）

� 合計（①＋②） � 合計（①＋②）

省略 省略

少額領収書等の写

しの送付を求める

よる少額領収書等

の写しの開示を実

施する場合におけ

る準備に要する日

数

少額領収書等の写

しの送付の方法に

よる少額領収書等

の写しの開示を実

施する場合におけ

る準備に要する日

数

省略 省略

その２ その２

省略 省略

開示決定に係

る少額領収書

等の写しにつ

いて求めるこ

とができる開

示の実施の方

法並びに開示

の実施に係る

手数料の額及

び送付に要す

る費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金額（円） 開示決定に係

る少額領収書

等の写しにつ

いて求めるこ

とができる開

示の実施の方

法並びに開示

の実施に係る

手数料の額及

び送付に要す

る費用

� 開示の実施の方法 手数料の計算方法 金額（円）

ア 閲覧 無料 ア 閲覧 無料

イ 紙 １０円× 枚 イ 紙 １０円× 枚

ウ ＦＤ ３０円＋１０円× 枚 ウ ＦＤ ３０円＋１０円× 枚

エ ＣＤ―Ｒ ６０円＋１０円× 枚 エ ＣＤ―Ｒ ６０円＋１０円× 枚

オ ＤＶＤ―Ｒ ７０円＋１０円× 枚 オ ＤＶＤ―Ｒ ７０円＋１０円× 枚

計（①） 計（①）

� 送付に要する費用

（②）

� 送付に要する費用

（②）

� 合計（①＋②） � 合計（①＋②）

省略 省略
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少額領収書等の写

しの送付を求める

よる少額領収書等

の写しの開示を実

施する場合におけ

る準備に要する日

数

少額領収書等の写

しの送付の方法に

よる少額領収書等

の写しの開示を実

施する場合におけ

る準備に要する日

数

省略 省略

様式第５号（第２条、様式第４号関係） 少額領収書等の写しの開

示の実施方法等申出書

（表）

様式第５号（第２条、様式第４号関係） 少額領収書等の写しの開

示の実施方法等申出書

（表）

省略 省略

（裏） （裏）

求める開示

の実施の方

法等

２・３ 省略

求める開示

の実施の方

法等

２・３ 省略

４ 少額領収書等の写しの送付

を求めるかどうか。

□� 求めない。

□� 求める。

４ 写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実

施を求めるかどうか。

□� 求めない。

□� 求める。

省略 省略

開示の実施

を希望する

日（写しの

送付を求め

る場合を除

く。）

年 月 日

開示の実施

を希望する

日（写しの

送付を希望

する合を除

く。）

年 月 日

省略 省略

様式第６号（第２条関係） 少額領収書等の写しの更に開示を受け

る旨の申出書

（表）

様式第６号（第２条関係） 少額領収書等の写しの更なる開示申出

書旨の申出書

（表）

少額領収書等の写しの更に開示を受ける旨の申出書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者

の氏名）

開示申出者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、主たる

事務所の所在地）

郵便番号

電話番号

連絡先（連絡先が上記開示申出者以外の場合は、連

絡先の住所、氏名及び電話番号）

政治資金規正法施行令（昭和５０年政令第２７７号）第１１条第３項の規定に基

づき、次のとおり申し出ます。

少額領収書等の写しの更なる開示申出書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者

の氏名）

開示申出者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、主たる

事務所の所在地）

郵便番号

電話番号

連絡先（連絡先が上記開示申出者以外の場合は、連

絡先の住所、氏名及び電話番号）

政治資金規正法施行令（昭和５０年政令第２７７号）第１１条第３項の規定に基

づき、次のとおり申し出ます。

更に 開示を

求める国会議

員関係政治団

体の名称等

年 国会議員関係政治団体の名称 種類及び数量
更なる開示を

求める国会議

員関係政治団

体の名称等

年 国会議員関係政治団体の名称 種類及び数量

����������������������������
����������������������������

����������������������������
����������������������������

開示決定書の日付及び文書番号
日 付 年 月 日

開示決定書の日付及び文書番号
日 付 年 月 日

文書番号 第 号 文書番号 第 号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９

条の１６第１１項に規定する通知があった日
年 月 日

省略 省略

（裏） （裏）
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求める開示の

実施の方法等

２・３ 省略

求める開示の

実施の方法等

２・３ 省略

４ 少額領収書等の写しの送付

を求めるかどうか。

□� 求めない。

□� 求める。

４ 写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実

施を求めるかどうか。

□� 求めない。

□� 求める。

省略 省略

開示の実施を

希望する日

（写しの送付

を求める場合

を除く。）

年 月 日

開示の実施を

希望する日

（写しの送付

を希望る場合

を除く。）

年 月 日

省略 省略

記入上の注意

１ 既に開示を受けた少額領収書等の写しについて、当該

開示の実施の方法と同一の方

法による開示の実施の方法を求めることはできません。ただし、当該同

一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、構いません。

２ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けてください。

３ ※印の欄は、記入しないでください。

記入上の注意

１ 既に開示を受けた少額領収書等の写し（その一部につき開示を受けた場

合にあっては、当該部分）につきとられた開示の実施の方法と同一の方

法による開示の実施の方法を求めることはできません。ただし、当該同

一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、構いません。

２ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けてください。

３ ※印の欄は、記入しないでください。

様式第１３号（第７条関係） 収支報告閲覧対象文書写しの交付請求

書

（表）

様式第１３号（第７条関係） 収支報告閲覧対象文書写しの交付請求

書

（表）

収支報告閲覧対象文書写しの交付請求書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

交付請求者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事

業所の所在地）

郵便番号

電話番号

収支報告閲覧対象文書写しの交付請求書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

請求者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所又は事

業所の所在地）

郵便番号

電話番号

交付

請求

する収支

報告閲覧

対象文書

の写し

年
政治団体の

名称

収支報告閲覧対象文書の

種類
枚数 実施方法

写しの交

付を請求

する収支

報告閲覧

対象文書

年
政治団体の

名称

収支報告閲覧対象文書の

種類
枚数 実施方法

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

������������������������������ ������������������������������

������������������������������ ������������������������������

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書
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□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書

□監査意見書

□政治資金監査報告書

計 計

（裏） （裏）

求める収支報

告閲覧対象文

書の写しの交

付の方法

□� 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＦ

Ｄに複写したものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＣ

Ｄ―Ｒに複写したものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＤ

ＶＤ―Ｒに複写したものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� 政治団体ごとに異なる写しの交付の方法を希望

〔「実施方法」欄に希望する写しの交付の方法（�

～�及びア又はイ）を記入してください。〕

求める写し報

告閲覧対象文

書の写しの交

付の方法

□� 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＦ

Ｄに複写したものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＣ

Ｄ―Ｒに複写したものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＤ

ＶＤ―Ｒに複写したものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� 政治団体ごとに異なる写しの交付の方法を希望

〔「実施方法」欄に希望する写しの交付の方法（�

～�及びア又はイ）を記入してください。〕

省略 省略

平成２７年６月３０日 発行
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